児童福祉法に基づく○○○（児童発達支援）運営規程




（事業の目的及び運営の方針）

第１条　○○○（以下「事業所」という。）は、障害児が日常生活における基本的な動作及び知識技能の習得並びに集団生活への適応ができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行う。

２　指定児童発達支援の実施に当たっては、地域及び家族との結び付きを重視し、市町村、他の指定障害児通所支援事業者、指定障害児相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、指定障害児入所施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者（以下「障害児通所支援事業者等」という。）との密接な連携に努める。

３　前二項のほか、児童福祉法及び京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定児童発達支援を実施する。





（従業者の職種、員数及び職務の内容）

第２条　職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

⑴　管理者　１
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、指定児童発達支援の実施に関し、事業所の職員に対し法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

⑵　児童発達支援管理責任者　１以上（うち常勤かつ専任　１

以上）
　　　児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成の業務のほか、障害児の心身の状態等の把握、職員に対する技術指導又は助言を行う。
⑶　児童指導員　○以上（常勤職員　○以上）

児童発達支援計画に基づき障害児に対する直接支援等を行う。

⑷　保育士　○以上（常勤職員　○以上）

児童発達支援計画に基づき障害児に対する直接支援等を行う。
　⑸　

機能訓練担当職員　○以上
　　　日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。
　⑹　看護職員　○以上
　　　日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う。

（営業日及び営業時間）

第３条　営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

⑴　営業日
　○曜日から○曜日までとする。
ただし、国民の祝日、年末年始（○日程度）及び夏季休業（○日程度）までを除く。

⑵　営業時間　
平日　午前○時から午後○時までとする。
土日祝日及び幼稚園長期休暇期間　午前○時から午後○時までとする。

⑶　サービス提供時間　

平日　午前○時から午後○時までとする。

土日祝日及び幼稚園長期休暇期間　午前○時から午後○時までとする。

（利用定員）

第４条　利用定員は○○人とする。
　　　



（指定児童発達支援の内容）

第５条　指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。


⑴　日常生活訓練

日常生活動作、歩行、軽スポーツ、音楽活動等
⑵　集団生活適応訓練

会話、手話、点字等
　・
　・
　・
（事業所ごとに任意に設定してください）
　　　

















（保護者から受領する費用の種類及びその額）

第６条　事業所は、

児童、保護者の希望に基づき事業所において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを保護者から受領する。ただし、提供される便宜は、障害児通所給付費の対象となるサービスとの間に重複関係がないものに限り、支払いを受ける額は実費の範囲内とする。
⑴　創作活動に係る材料費　○○○円　
⑵　おやつ代　○○○円
⑶　お出かけ時の施設入園料など　実費
　　　・
（事業所ごとに任意に設定してください）

２　第１項の費用の支払いを受ける際は、事業所は、保護者に事前に説明を行い、保護者の同意を得なければならない。
３　第１項の費用の支払いを求める際は、事業所は、当該費用の使途、金額及び支払いを求める理由について書面によって明らかにしなければならない。
（通常の事業の実施地域）

第７条　通常の事業の実施地域は、京都市○○区、○○区とする。

（サービスの利用に当たっての留意事項）

第８条　利用児童及び保護者は、サービスの利用に当たって、以下に留意すること。

⑴　急病等により利用を中止する場合は、事業所に連絡すること。

⑵　・・・・・すること。
　　・
　　・
（事業所ごとに任意に設定してください）










（緊急時等における対応方法）

第９条　現に指定児童発達支援の提供を行っているときに利用児童に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。


（非常災害対策）

第10条　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
２　非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
（主たる対象とする障害の種類）

第11条　主たる対象者は、重度心身障害児とする。























（虐待の防止のための措置）

第12条　利用児童に対する虐待を早期に発見し、迅速かつ適切に対応するため、次の措置を講じる。

⑴　虐待防止に関する担当者の設置

⑵　苦情解決体制の整備

⑶　従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施
⑷　
虐待防止委員会の定期的な開催及び従業者に対する結果の周知徹底
（その他運営に関する重要事項）


第13条　その他事業所の運営に関して次の措置を講じる。
　⑴　支援に関する利用児童又は保護者その他の家族からの苦情に応じるための窓口の設置、苦情解決の体制・手順の整備及び苦情を受け付けた場合の記録
　⑵　自己評価及び保護者評価並びに改善の内容の保護者への提示及びインターネットの利用その他の方法による公表（概ね１年に１回以上）
　⑶　「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の５領域との関連性を明確にした事業所全体の支援の実施に関する計画（支援プログラム）の策定及びインターネットの利用その他の方法による公表
⑷　感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）の策定
⑸　身体拘束等の適正化を図るための次に掲げる措置
・　身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催（年１回以上）及びその結果についての従業者への周知徹底
・　身体拘束等の適正化のための指針の整備
・　身体拘束等の適正化のための研修の定期的な実施（年１回以上）
⑹　「障害福祉サービス等情報公表システム」を利用した京都市への児童福祉法第33条の18の規定に基づく支援の利用に資する情報の報告





附　則

この規程は、○○年○月○日から施行する。
この規定は、○○年○月○日から施行する。
…（改定の度に施行日を追記してください）
運営規程作成例





第１条から第13条（第11条は該当する場合のみ）は、運営基準上の必須項目です。


ただし、各項目の内容については、各事業所の実情に合わせて規定してください。項目を追加しても構いません。





職員の員数は入退職や日々の配置により変動するため、「以上」と表記して構いません。基準人員の要件に合わせて「児童指導員又は保育士○以上」などとしても結構です。





○サービス提供時間は、児童ごとに支援計画で定めることとなりましたので、運営規程で定める必要はありません。


※集団療育等で各児童のサービス提供時間が共通する場合は、「事業所の標準サービス提供時間」等として定めても構いません。


○年末年始やお盆休みは暦により変動します。毎年運営規程を変更する必要が生じないよう柔軟に記載してください。





※重症心身障害児、難聴児、肢体不自由児等に障害種別を限定する場合は、その障害種別を記載してください。





事業所の支援プログラム等に合わせて、指導・訓練の内容や行事・日課等について記載してください。





・児童、保護者の希望に応じて提供される物品・サービスで、給付費の対象となるサービスとの重複がないこと、児童の直接的な便益になること、実費の範囲内であること等が主な要件です。


・サービス提供に当たり、すべての児童に一律に提供される物品、サービスについて、その費用を、全保護者から画一的に徴収することはできません。


・一部児童にのみ提供されるサービスであっても、そのサービスを評価する加算を算定している場合は、その費用を保護者から徴収することはできません。


・金額が変動するものは「実費」として構いません。





事業所を利用する際に、障害児及び保護者が留意すべき事項を記載してください。





※事業所を利用する際に、障害児及び保護者が留意すべき事項を記載してください。





障害種別にかかわらず受け入れることが原則です。


専門性の確保等、必要があって主たる対象を定める場合に限り規定してください。定めない場合、１１条は不要です。


「重症心身障害」「難聴」「視覚障害」などが想定されます。





明確な定めはありませんが、⑴については「規定することが望ましい」とされています。


⑵以下には、未実施減算の対象となる項目を中心に列記しています。必要に応じて追加、削除してください。








�これはあえてですか？それとも残っているだけ？下見る限りは修正漏れか？


�修正もれでした。なお「かつ専任」を足しました。


�この部分について、保育所等訪問ではガイドラインに合わせた記述としており、児発、放デイと粒度が異なります。


ひとまず現行ベースとしますが、ガイドラインに寄せた抽象的なものとするべきとの御意見があればお知らせください。


�要更新（運営基準参照）


�解釈通知に例示されている「苦情解決の体制」は追記したほうがいいのでは


�⑴に追加しました





